
 

千葉都市計画地区計画の変更（千葉市決定） 

 

都市計画ちばリサーチパーク千葉地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 ちばリサーチパーク千葉地区地区計画 

位  置 千葉市若葉区上泉町の一部 

面  積 約４８．２ｈａ 

地区計画の目標 

 本地区は千葉都市モノレール千城台駅の東方約５ｋｍの市街化調整区域に位置し、緑

豊かな自然環境の中、研究・研修施設及び環境負荷の少ない製造施設による土地利用が

図られている。 

本地区は企業立地重点促進区域として位置づけられており、企業用地としての一層の

機能集積が求められていることから、適切な土地利用の誘導を図る必要がある。 

このため、本地区計画は、隣接する佐倉都市計画区域における「ちばリサーチパーク

佐倉地区地区計画」との一体的な運用により、周辺環境と調和した土地利用を誘導する

とともに、良好な研究開発環境の創出と保全を図ることを目的とする。 

 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土 地 利 用

に 関 す る

方 針 

周辺環境と調和した研究・研修施設、環境負荷の少ない製造施設、及び物流施設等を

配置することにより、企業用地としての一層の機能集積を図る。 

各地区においては特に以下の方針を踏まえた施設配置を誘導する。 

（１）Ａ地区は、首都圏、成田空港からのアクセス性を活かし、加工型ものづくり関連

産業や食品関連産業等の製造施設、及び物流施設等を配置し、生産性、効率性に優れ

た事業環境を創造する。 

（２）Ｂ地区は、ゴルフ場に隣接した緑豊かな自然環境を活用し、宿泊滞在機能やレク

リエーション機能を持つ研修施設、研究開発機能を持つ製造施設、及び物流施設等を

配置し、創造性に富んだ良好な研究・開発環境を創出する。 

（３）Ｃ地区は、地区全体の機能をサポートする公共公益施設を配置する。 

公 共 施 設

の 整 備 

及 び 保 全

に 関 す る

方 針 

開発行為により、本地区に道路、公園、緑地等の公共施設を計画的に整備し、これら

の機能が損なわれないよう維持・保全を図る。 

（１）道路の整備方針 

  佐倉市境界沿いに東西幹線道路、地区内を縦貫する南北幹線道路、幹線道路をネッ

トワークする区画道路を適切に配置する。 

（２）公園の整備方針 

  地区内の大草台古墳第９号墳を取り囲むように公園を配置し、古墳の良好な保全と

ともに、就業者の憩いの場を提供する。 

（３）緑地の整備方針 

隣接する農地等の周辺自然環境との緩衝帯となる緑地を配置し、緑豊かな自然環境

の保全を図る。 

建 築 物 

そ の 他 の

工 作 物 の

整 備 の 

方 針 

周辺環境と調和した、研究・研修施設及び製造施設等の立地を図るため、建築物等に

関する事項を次のとおり定める。 

 

（１）建築物等の用途の制限 

（２）建築物の容積率の最高限度 

（３）建築物の建蔽率の最高限度 

（４）建築物の敷地面積の最低限度 

（５）壁面の位置の制限 

（６）建築物の高さの最高限度 

（７）建築物の形態又は意匠の制限 

（８）垣又はさくの構造の制限 
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地区の 

区 分 

地区の

名 称 
Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

地区の

面 積 
約４１．８ｈａ 約６．０ｈａ 約０．４ｈａ 

 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築

してはならない。 

 

１ 事務所 

２ 工場(建築基準法別表第２(る)項

第 1号に掲げるものを除く。) 

３ 大学､高等専門学校､専修学校その

他これらに類するものの施設であっ

て研修を目的とするもの 

４ 集会場(葬儀を行うものを除く。) 

５ 前各号の建築物に附属するもので

次に掲げるもの 

５－１ 店舗､飲食店その他これらに

類するもののうち建築基準法施行令

第１３０条の５の３各号に掲げるも

のでその用途に供する部分の床面積

の合計が５００㎡以内のもの（３階以

上の部分をその用途に供するものを

除く。） 

５－２ 保育所 

５－３ 診療所 

５－４ 水泳場 

５－５ 自動車車庫(建築基準法別表

第２(へ)項第４号に掲げるものを除

く。) 

５－６ 畜舎 

５－７ 危険物の貯蔵又は処理に供す

るもの(建築基準法別表第２(る)項第

２号に掲げるものを除く。) 

６ 倉庫(建築基準法別表第２(る)項

第２号に掲げるものを除く。) 

７ 前号の建築物に附属するもので次

に掲げるもの 

７－１ 店舗､飲食店その他これらに

類するもののうち建築基準法施行令

第１３０条の５の３各号に掲げるも

のでその用途に供する部分の床面積

の合計が５００㎡以内のもの（３階以

上の部分をその用途に供するものを

除く。） 

７－２ 保育所 

７－３ 診療所 

７－４ 自動車車庫(建築基準法別表

第２(へ)項第４号に掲げるものを除

く。) 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築

してはならない。 

 

１ 事務所 

２ 工場(建築基準法別表第２(る)項

第１号に掲げるものを除く。) 

３ 大学､高等専門学校､専修学校その

他これらに類するものの施設であって

研修を目的とするもの 

４ 集会場(葬儀を行うものを除く。) 

５ 前各号の建築物に附属するもので

次に掲げるもの 

５－１ 寄宿舎 

５－２ 店舗､飲食店その他これらに

類するもののうち建築基準法施行令

第１３０条の５の３各号に掲げるも

のでその用途に供する部分の床面積

の合計が５００㎡以内のもの（３階以

上の部分をその用途に供するものを

除く。） 

５－３ 保育所 

５－４ 診療所 

５－５ ホテル又は旅館(研修の為の

宿泊を目的とするものに限る。) 

５－６ 水泳場 

５－７ 自動車車庫(建築基準法別表

第２(へ)項第４号に掲げるものを除

く。) 

５－８ 危険物の貯蔵又は処理に供す

るもの(建築基準法別表第２(る)項第

２号に掲げるものを除く。) 

６ 倉庫(建築基準法別表第２(る)項

第２号に掲げるものを除く。) 

７ 前号の建築物に附属するもので次

に掲げるもの 

７－１ 寄宿舎 

７－２ 店舗､飲食店その他これらに

類するもののうち建築基準法施行令

第１３０条の５の３各号に掲げるも

のでその用途に供する部分の床面積

の合計が５００㎡以内のもの（３階以

上の部分をその用途に供するものを

除く。） 

７－３ 保育所 

７－４ 診療所 

次に掲げる建築物

以外の建築物は建

築してはならない。 

 

１ 巡査派出所､公

衆電話所その他こ

れらに類する建築

基準法施行令第１

３０条の４で定め

る公益上必要な建

築物(老人福祉セン

ター､児童厚生施設

その他これらに類

するものを除く。) 

２ 前号の建築物

に附属するもの

(建築基準法施行

令第１３０条の５

各号に掲げるもの

を除く。) 
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地区の区分 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

 

建築物等の 

用途の制限 

 

 

７－５ 危険物の貯蔵又は処理に供す

るもの(建築基準法別表第２(る)項第

２号に掲げるものを除く。) 

８ 巡査派出所、公衆電話所その他こ

れらに類する建築基準法施行令第１

３０条の４で定める公益上必要な建

築物(老人福祉センター､児童厚生施

設その他これらに類するものを除

く。) 

９ 公益上必要な建築物で建築基準法

施行令第１３０条の５の４に定める

もの 

１０ 前２号の建築物に附属するもの

(建築基準法施行令第１３０条の５の

５各号に掲げるものを除く。) 

 

 

 

７－５ ホテル又は旅館(研修の為の

宿泊を目的とするものに限る。) 

７－６ 自動車車庫(建築基準法別表

第２(へ)項第４号に掲げるものを除

く。) 

７－７ 危険物の貯蔵又は処理に供す

るもの(建築基準法別表第２(る)項第

２号に掲げるものを除く。) 

８ 巡査派出所、公衆電話所その他こ

れらに類する建築基準法施行令第１

３０条の４で定める公益上必要な建

築物(老人福祉センター､児童厚生施

設その他これらに類するものを除

く。) 

９ 公益上必要な建築物で建築基準法

施行令第１３０条の５の４に定める

もの 

１０ 前２号の建築物に附属するもの

(建築基準法施行令第１３０条の５の

５各号に掲げるものを除く。) 

 

 

 

 

 

 

 

建 築 物 の 

容 積 率 の 

最 高 限 度 

２０／１０ １０／１０ 

建 築 物 の 

建 蔽 率 の 

最 高 限 度 

 

６／１０ 

 

（建築基準法第５３条第３項第２号に該当する建築物にあっては、 

７／１０） 

５／１０ 

（建築基準法第

５３条第３項第

２号に該当する

建築物にあって

は、６／１０） 

建 築 物 の 

敷地面積の 

最 低 限 度 

 

３，０００㎡ 

 

 ただし、市長が公共公益上やむを得ないと認めたものは、この限

りではない。 

― 

壁面の位置 

の 制 限 

 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線までの距

離は５ｍ以上、歩行者専用道路境界線及び隣地境界線までの距離は

１ｍ以上とする。  

ただし、巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必

要な建築物及びこれらに附属する建築物はこの限りではない。 

建築物の外壁

またはこれに代

わる柱の面から

道路境界線まで

の距離は１．５

ｍ以上、隣地境

界線までの距離

は１ｍ以上とす

る。 



 

 

地
区
整
備
計
画 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

地区の区分 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

建 築 物 の 

高 さ の 

最 高 限 度 

３１ｍ １０ｍ 

建築物の形態 

又は意匠の 

制 限 

 建築物の屋根及び外壁又はこれらに代わる柱の色彩は、原色を避け、周辺の環境と調

和した落ち着きのある色調とする。 

垣又はさくの 

構造の制限 

垣又はさくの構造（門柱又は門扉を除く。）は、生垣又は透視可能なフェンスその他

これらに類する構造とする。 

ただし、部分的に設けるもので周辺の美観を損なわない構造仕様のものはこの限りで

はない。 

「区域、地区整備計画区域、地区の区分は、計画図表示のとおり」 

 

理 由 

本地区は、適切な土地利用を誘導し、良好な環境を将来にわたって維持・保全するとともに、研究・

研修施設及びこれに付帯する製造施設等による土地利用の誘導を図ることを目的として、地区計画を決

定している。 

都市緑地法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）による田園住居地域創設に伴い、平

成３０年４月に都市計画法及び建築基準法に一部改正があったことから地区計画を変更する。 
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